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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月27日(2012.7.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の高周波デバイスは、開口を有する基板と、基板上の誘電体層と、誘電体層の内
部または誘電体層上に設けられると共に、少なくとも１つが開口に対向する複数の電子素
子とを備えたものである。なお、開口に対向する電子素子は、その少なくとも一部が凹部
上に設けられていればよい。ここに、「開口」とは基板を選択的に除去することにより形
成されたものであり、基板の表面から裏面まで貫通したもの（貫通構造）、基板の厚み方
向の一部（特に素子側の部分）を除去したもの（中空構造）、更にはメッシュ状等一定の
パターンによって除去したものを含むものである。「開口」の数は１つに限らず、複数と
してもよく、また１つの開口に対向する素子の数も１つに限らず、複数としてもよい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　誘電体層１３は高周波信号に対して損失の少ない低誘電体率材料、例えばベンゾシクロ
ブテン（ＢＣＢ）により形成されている。この誘電体層１３の厚みは電気的特性と機械強
度の両面から決定され、例えば１～２０μｍである。誘電体層１３としては、一般に利用
される誘電体材料のうち高周波信号に対して損失が少なく、かつ上記のように基板１１に
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開口１４を設けても架橋構造を保持できる程度の強度を有するものであれば、他の材料を
用いることもできる。具体的にはポリイミド（ＰＩ）、パリレンおよびダイヤモンドライ
クカーボン（ＤＬＣ）などの有機材料の他に、ＳｉＯ2などの無機材料を用いることも可
能である。　
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　この高周波デバイス２は基板１１に複数の開口２４（２４Ａ～２４Ｃ）を有するもので
ある。すなわち第１誘電性素子Ｌ１に加え、第２誘電性素子Ｌ２および第３誘電性素子Ｌ
３に対向する位置にそれぞれ開口２４Ａ，２４Ｂ，２４Ｃが設けられている。勿論、開口
２４のレイアウトはこれに限るものではなく、基板１１のエッチング工程において任意の
位置に任意の個数、任意の大きさのものを形成することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　図６において説明した開口１４による信号損失低減の効果は、基板１１部分と素子の最
下層の配線層１５ａとの間の空隙が大きいほど効果が高まるが、無限に改善されるわけで
はなく、所定の大きさで特性は頭打ちとなる。頭打ちになる大きさは開口１４に対応する
位置に構成した素子の投影面積や金属層の厚みなどによって決まる。従って、開口１４を
構成する際に必要な基板１１の加工は必ずしも完全な除去（貫通構造）を必要とせず、図
１０に示したように第１誘電性素子Ｌ１、第２誘電性素子Ｌ２および第３誘電性素子Ｌ３
を構成する配線層から一定の距離の中空構造があればよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
［第４の実施の形態］
　図１２は本発明の第４の実施の形態に係る高周波デバイス４の本体部分の構造を表すも
のである。図１３はこの高周波デバイス４全体の断面構成、図１４はその等価回路をそれ
ぞれ表している。この高周波デバイス４は素子としてハイパスフィルタＨＰＦを備えたも
のである。このハイパスフィルタＨＰＦは、信号線路からクラウンドレベルに接続された
第１誘電性素子Ｌ１および第２誘導性素子Ｌ２と、これら第１誘電性素子Ｌ１と第２誘導
性素子Ｌ２との間において信号線路に直列に接続された容量性素子Ｃ１とにより構成され
ている。第１誘電性素子Ｌ１および第２誘導性素子Ｌ２の具体的構造は第１の実施の形態
と同様である。容量性素子Ｃ１は誘電体層１３を間にした配線層１５ｃ，１５ｄにより構
成されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
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［第５の実施の形態］
　図１５は本発明の第５の実施の形態に係る高周波デバイス５の素子本体を取り出して表
したものであり、図１６はこの高周波デバイス５の全体の断面構成、図１７はその等価回
路を表したものである。この高周波デバイス５は素子としてローパスフィルタＬＰＦを備
えている。このローパスフィルタＬＰＦは、信号線路に直列に接続された第１誘導性素子
Ｌ１と、信号線路からクラウンドレベルに接続された第１容量性素子Ｃ１および第２容量
性素子Ｃ２とにより構成されている。第１容量性素子Ｃ１および第２容量性素子Ｃ２はと
もに、配線層１５ｂ，１５ｃにより構成されている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
［第６の実施の形態］
　図１８は本発明の第６の実施の形態に係る高周波デバイス６の素子本体を取り出して表
したものであり、図１９はこの高周波デバイス６の全体の断面構成、図２０はその等価回
路を表したものである。この高周波デバイス６はインピーダンスマッチング回路ＩＭを備
えている。このインピーダンスマッチング回路ＩＭは、信号線路に直列に接続された第１
誘導性素子Ｌ１、信号線路からクラウンドレベルに接続された第２誘導性素子Ｌ２、およ
びこの第２誘導性素子Ｌ２に並列に接続された容量性素子Ｃ１と抵抗性素子Ｒとの直列回
路により構成されている。容量性素子Ｃ１は配線層１５ｂ，１５ｃにより構成されている
。抵抗性素子Ｒは、配線層１５ａにより構成されている。配線層１５ａは所望の比抵抗を
有するようにリンドープ量が制御されたポリシリコン配線である。因みに、配線層１５ａ
の抵抗値はその比抵抗と配線層１５ａの長さによって決定され、高い抵抗値を得る際には
、配線を細くしてミアンダ状にし、フットプリントが小さくなるようにする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　以上、第１～第６の実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態
に限定されるものではなく、種々変形可能である。例えば、基板１１に設ける開口は全体
が空隙である必要はなく、例えば図２1に示した開口７４のようにメッシュ形状等一定の
パターンを有するものとしてもよい。基板１１を除去する領域や大きさは、素子の電気的
特性に関わる要件、特に対地容量や誘電損失に削減目標を定め、十分に効果が得られる面
積、深さとすればよい。
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